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第９期（令和６・７年度）保険料算定に向けて 

 

 ■はじめに 

 

  令和５年度は、第９期（令和６・７年度）に向けた保険料率算定作業の年となるが、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、さま

ざまな制度見直しが図られる見通しである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議・検討の場 検討状況 内容 

全世代型社会保障構築会議 
・令和３年１１月９日から令和４年１２月１６日までの１２回 

※令和４年５月１７日（第５回）に「議論の中間整理」 

「全世代型社会保障構築会議 報告書」 

⇒負担能力に応じて、全ての世代で、増加する医療費を 

公平に支え合う仕組みを早急に構築する必要がある。 

社会保障審議会（医療保険部会） 
・第１５４回(R4.9.29)から第１６１回(R4.12.15)までの８回 「議論の整理」 

⇒（後期）高齢者負担率、後期高齢者の保険料負担の 

あり方の見直し 

 

 

令和５年２月１０日 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」を国会に提出 

 

２０２２年 

総人口 

１億２５４４万人 

２０４２年 

総人口 

１億 ９１３万人 

高齢者人口 

３６２２万人 

高齢者人口 

３９３５万人 

生産年齢人口 

７４４９万人 

生産年齢人口 

５８０５万人 

▲1,631万人 

＋313万人 

▲1,644万人 

中長期的に、人口減少及び高齢化が引き続き進行

する中、医療保険制度の持続可能性を確保し、将来

世代に引き継いでいくことは重要なテーマである。 

特に制度を支える現役世代の負担の上昇が続く

ことは適切ではない。 
※社会保障審議会医療保険部会「議論の整理」から抜すい要約 

※人口：2022年⇒R4.4.1現在人口（総務省） 

2042年⇒平成 29年「日本の将来推計人口」 

    （国立社会保障・人口問題研究所） 

これから２０年で 



R05(2023).03 

検討委員会 

2 

 

第９期（令和６・７年度）保険料算定に向けて 

 

１ 後期高齢者医療制度における保険料の推移（全国平均ベース） 

 

 
第１期 

H20-21年度 

第２期 

H22-23年度 
 

第７期 

R2-3年度 

第８期 

R4-5年度 

第９期 R6-7 年度（国の説明） 

自然増 
制度見直し反映後 

令和６年度 令和７年度 

１人当たり保険料額 62,000円 63,000円  76,800円 77,700円 82,000円 86,100円 87,200円 

増加額 － ＋1,000円  ＋5,300円 ＋900円 ＋4,300円 ＋4,100円 ＋1,100円 

料率 
均等割額 41,500円 41,700円  45,116円 47,777円 50,500円 

所得割率 7.65％ 7.88％  9.12％ 9.34％ 9.87％ 10.70％ 

後期高齢者負担率 10.00％ 10.26％  11.41％ 11.72％ －％（令和５年度に国が提示） 

出典：社会保障審議会医療保険部会（12/9、12/15）資料、厚労省報道発表資料「後期高齢者医療制度の令和２･３年度の保険料率について」 

※第１期一人当たり保険料は平成２１年度における賦課額の全国平均値、一人当たり保険料は 100円未満を四捨五入 

 

２ 本広域連合における保険料の推移 

 

保険料率算定時見込み 第１期 第２期  第７期 第８期 第９期 

被保険者数 528,132 人/年 564,430 人/年  695,961 人/年 741,013 人/年 
令和５年度に再推計 

※第８期作業時点仮推計 796,905人/年 

一人当たり保険給付費 1,023,707 円 1,062,324 円  1,098,457 円 1,099,294 円 
令和５年度に算定 

※第８期作業時点仮推計 1,109,056円 

１人当たり保険料額 71,851円 75,401円  82,509円 81,731円 令和５年度に算定 

      増加額 － ＋3,550円  ＋3,633円 ▲778円 － 

料率 
均等割額 50,935円 52,313円  55,678円 56,435円 令和５年度に算定 

所得割率 9.24％ 9.87％  10.77％ 10.54％ 〃 

抑制 

財源 

剰余金 － 33億円  48億円 160億円 令和５年度に推計 

運営安定化基金 － （未設置）  55億円 (活用なし) 令和５年度に活用額決定 

財政安定化基金(県) － 32億円  (活用なし) (活用なし) （県と協議） 

   ※第１期は２３か月算定。なお、第１期分及び第２期分として記載した被保険数及び一人当たり保険給付費は当初予算における見込み数の単純平均 
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第９期（令和６・７年度）保険料算定に向けて 

 

３ 国における見直しの概要 

 

項目 内容 備考 

出産一時金への支援 
後期高齢者も、出産一時金に要する費用の 

７％を負担（支援）する 

第９期は１/２に激変緩和 

後期高齢者負担率の引き上げ 

令和６年度以降の後期高齢者１人当たり保険料と 

現役世代１人当たり後期高齢者支援金の伸び率が 

同じになるよう設定 

現在は、現役世代減少による負担増を、現役世代と後

期高齢者で１/２ずつ分け合うため、後期高齢者の増加

により一人当たりの負担の伸びは現役世代より低い 

 保険料賦課限度額の引き上げ 
２年かけて段階的に引き上げる 

※令和６年度 ７３万円、令和７年度 ８０万円 

現行 ６６万円 

 
保険料を構成する 

均等割と所得割の比率の変更 

均等割：所得割を４８：５２程度へ変更 

※一定以下の所得層は２年かけて段階的に引き上げ 

現行 均等割：所得割 ＝ ５０：５０ 

※福岡県は所得水準が低いことを反映して 

 ５４：４６に補正（第８期保険料算定時） 

 

   【一人当たり保険料の上昇イメージ】 

収入 

国が示す見直しモデル （参考） 

福岡県の保険料 収入モデル 
第８期 

第９期 

自然増 令和６年度 令和７年度 第８期 

年収８０万円 14,300円 
15,100円 
[＋800 円] 

15,100円 
（変動なし） 

15,100円 
（変動なし） 

16,930円 
単身、年金のみ 

均等割７割軽減対象 

年収２００万円 82,100円 
86,800円 

[＋4,700円] 

86,800円 
（変動なし） 

90,700円 
[＋3,900円] 

94,680円 
単身、年金のみ 

均等割７割軽減対象 

年収４００万円 205,600円 
217,300円 

[＋11,700円] 
231,300円 

[＋14,000円] 
231,300円 
（変動なし） 

234,560円 
単身、年金 200万円、 

給与 200万円 

年収 1,100万円 660,000円 
670,000円 

[＋10,000円]※ 
730,000円 

[＋60,000円] 
800,000円 

[＋70,000円] 
660,000円 

単身、年金 110万円、 

給与 990万円 

後期高齢者１人当たり 77,700円 
82,000円 

[＋4,300円] 
86,100円 

[＋4,100円] 
87,200円 

[＋1,100円] 
81,731円 

 

 

   ※これまでのルールで保険料賦課限度額を見直したと仮定した額 
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第９期（令和６・７年度）保険料算定に向けて 

※国が示す制度改正イメージ（激変緩和措置あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得割の比率の引き上げ 

現行 均等割：所得割⇒50：50 

改正 均等割：所得割⇒48：52 
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第９期（令和６・７年度）保険料算定に向けて 

 

４ 保険料の算定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ ＝ 費用見込額 収入見込額 
保険料 

収納必要額 

均等割 

所得割 

抑制財源※ 

※保険料上昇抑制財源 

種別 現在高 備考 

第８期の剰余金 －－－ 
平年ベースでは 

６０億円程度 

運営安定化基金 １０３億円 
広域連合の 

独自財源 

財政安定化基金 ６２億円 
県が所管する 

財源 

※県が所管する財政安定化基金は、保険料の収納不足や給付費用の 

増大への備えを主目的とし、県が認めた場合のみ保険料上昇抑制 

財源に活用できる。 

※財源１０億円当たりの保険料上昇抑制効果額は５３０円（第８期）。 

 被保険者の増加によって効果額は逓減する。 

保険料率として 

条例に明記 

【費用見込額】 

被保険者数※ × 一人当たり給付費 

＝ 保険給付費 
※被保険者数は２か年の延べ人数 

 

（その他） 

・高額医療費拠出金 

・保健事業費 

・審査支払手数料 

・葬祭費 

【収入見込額】 

・国、県、市町村負担金 

・国調整交付金 

・現役世代からの支援金 

 

（その他） 

・高額医療費交付金 

・健診国庫補助 

・その他 
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第９期（令和６・７年度）保険料算定に向けて 

 

４ 保険料の算定方法（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公費 約５割 現役世代からの支援 約４割 
保険料 

約１割 

窓口 

負担 

費用見込額 

他の収入見込額 

医療費 

医療給付費 

【保険料の水準の変動要素】 

①後期高齢者負担率の上昇 

②診療報酬の改定 

③制度改正（窓口２割負担の導入など） 

① 

②は医療費に影響 

③は医療給付費に影響 
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第９期（令和６・７年度）保険料算定に向けて 

 

５ 令和５年度における保険料算定スケジュール（想定） 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆保険料率１回目試算 
 ※後期高齢者負担率を仮提示 

    ↓ 

 試算後、県と協議 

◆保険料率２回目試算 

    ↓ 

 試算後、県と協議 

◆保険料率３回目試算 
 ※後期高齢者負担率（最終）、 

診療報酬改定率を反映して算出 

    ↓ 

 試算後、県と協議 

◆保険料率案を 

議会に上程 

◆算定状況を市町村に説明 

◆算定結果を市町村に説明 

◆県と協議 

◆検討委員会 ◆検討委員会 

診療報酬改定・負担率 

の概要判明 
令和４年度出納閉鎖 

（令和４年度決算作業開始） 
 ※第８期初年度における 

剰余金額を把握 

改正法の審議～成立見込み 
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第９期（令和６・７年度）保険料算定に向けて 

 

（参考１） 一人当たり給付費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

推計値 1,010,569 1,036,844 1,052,327 1,072,321 1,113,557 1,142,509 1,117,755 1,135,639 1,118,176 1,144,006 1,085,076 1,094,191 1,095,756 1,101,126 1,097,260 1,101,238

決算値 997,784 1,020,797 1,055,696 1,077,218 1,081,763 1,092,773 1,094,254 1,108,515 1,082,506 1,087,575 1,085,018 1,093,879 1,050,746 1,084,032

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,250,000

1,300,000

単位：円
一人当たり給付費

推計値

決算値
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第９期（令和６・７年度）保険料算定に向けて 

 

（参考２） 被保険者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

推計値 519,584 534,786 556,012 572,847 583,209 596,924 606,225 624,912 639,828 657,822 672,598 687,690 691,845 700,077 724,313 757,713

決算値 518,750 534,089 549,575 564,406 580,421 593,091 604,396 619,358 639,097 656,675 670,725 686,114 692,855 697,093

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

単位：人 被保険者数の推移
推計値

決算値
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第９期（令和６・７年度）保険料算定に向けて 

 

（参考３） 医療給付費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

推計値 525,075 554,490 585,106 614,276 649,436 681,991 677,611 709,674 715,440 752,522 729,820 752,464 758,093 770,873 794,760 834,422

決算値 517,600 545,197 580,184 607,988 627,878 648,114 661,363 686,568 691,826 714,183 727,749 750,525 728,014 755,671

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

単位：百万円
医療給付費の推移 推計値

決算値
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第９期（令和６・７年度）保険料算定に向けて 

 

（参考４） 月別推移（医療給付費、被保険者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,122 
63,982 64,720 66,400 

63,969 
61,494 

64,683 
66,183 66,675 

709,153 710,656 711,933 713,787 
716,214 718,604 720,869 723,080 724,632 725,207 

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

被保険者数(人)

医療給付費

(百万円)

医療給付費及び被保険者数の月別推移

医療給付費（令和元年度） 医療給付費（令和２年度） 医療給付費（令和３年度） 医療給付費（令和４年度）

被保険者数（令和元年度） 被保険者数（令和２年度） 被保険者数（令和３年度） 被保険者数（令和４年度）
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第９期（令和６・７年度）保険料算定に向けて 

 

（参考５） 月別推移（一人当たり医療給付費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,651 

90,032 

90,907 
93,024 

89,303 

85,574 

89,729 

91,529 

92,012 

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

被保険者

一人当たり額(円)

被保険者一人当たり額の月別推移

一人当たり額（令和元年度） 一人当たり額（令和２年度） 一人当たり額（令和３年度） 一人当たり額（令和４年度）


